
別紙様式３－１ 提出先 相模原市

介護職員等処遇改善加算等㻌実績報告書（令和６年度）

フリガナ シャカイフクシホウジンヤマヒサカイ

法人名 社会福祉法人㻌山久会

法人所在地
〒 252－032
神奈川県相模原市南区上鶴間6-6-1

フリガナ カワテ䚷ノボル

書類作成担当者 河手䚷昇
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算定した加算の合計

① 令和６年度の加算額 34,958,408㻌 円

ⅰ）
うち、令和５年度と比較して令和６年度に増加し
た加算額

8,102,765㻌 円

ア
うち、令和７年度の賃金改善に充てるため
に繰り越す部分の額

2,185,996㻌 円 ←

② 令和６年度に賃金改善が必要な額（a㻌-㻌c） 32,772,412㻌 円 ←

③
令和６年度の賃金改善額

36,111,270㻌 円 ←

令和５年度と比較した令和６年度の増加分

④
令和５年度と比較して令和６年度に増加する加算
額（繰越分を除く。）（b㻌-㻌c）

5,916,769㻌 円 ← ←

⑤
令和６年度に④を原資として行う新たな賃金改善
額（ベースアップ（基本給及び決まって毎月支払われる手
当の一律の引上げ）によるもの）

30,904,016㻌 円 ←

⑥
⑤以外で、その他の手当、一時金等による新たな
賃金改善の額

円

⑦ 新たな賃金改善額の合計（g㻌+㻌h） 30,904,016㻌 円 ←

⑧
ベースアッ
プの実施

実施した 実施した場合
、ベースアッ
プ率

0.49%
実施していない
場合、やむを
得ない事情実施していない

【記入上の注意】

・ (e)・(g)・(h)には、新加算等の算定により実施する介護職員の賃金改善の額を計算し、記入すること。その際、加算による賃金改善を行った場合の
法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。

・ (g)㻌は㻌(f)㻌の額以上となること。ただし、ベースアップのみにより行うことができない場合には、その他の手当、一時金等を組み合わせて実施しても
差し支えない。したがって、（i）㻌の値（g㻌+㻌h㻌の合計）が㻌(f)㻌以上であれば差し支えない。

① 令和６年度の加算の影響を除いた賃金額 161,939,309㻌 円 ←

（ア）令和６年度の賃金の総額 198,786,819㻌 円

（イ）令和６年度の賃金改善額（再掲） 36,111,270㻌 円

（ウ）令和６年４・５月分の処遇改善支援補助金
㻌㻌㻌㻌㻌の総額

736,240㻌 円

②
令和５年度の加算及び独自の賃金改善の影響を
除いた賃金額

154,024,478㻌 円 ←

(ア)令和５年度の賃金の総額 182,602,384㻌 円

(イ)令和５年度の旧処遇改善加算の総額 23,194,458㻌 円

(ウ)令和５年度の旧特定加算の総額 0㻌 円

(エ)令和５年度の旧ベースアップ等加算の総額 4,459,449㻌 円

(オ)令和６年２・３月分の処遇改善支援補助金
㻌㻌㻌㻌㻌の総額

923,999㻌 円

(カ)令和５年度の各介護サービス事業者等の
㻌㻌㻌㻌㻌独自の賃金改善額

0㻌 円

【記入上の注意】

・ (o)㻌には、職員構成が変わった等の事由により、例えば、本年度に入職（退職）した職員と同等の賃金水準の職員が前年度から在籍していた（いな
かった）ものと仮定して計算するなどの方法により、今年度との比較に適した値に修正することが可能である。

・ (p)～(r)は、国民健康保険団体連合会から送付される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」及び「介護職員処遇改善加算等内訳のお知ら
せ」に基づいて記入すること。(m)・(s)は、国民健康保険団体連合会から送付される「介護職員処遇改善支援補助金㻌支払額通知書」及び「介護職
員処遇改善支援補助金㻌支払額内訳書」に基づいて記載すること。
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